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（市長） 

 本日は、大変お忙しいところ、令和４年度第１回座間市総合教育会議に御出席いただきありが

とうございます。会議の開催に先立ち、御挨拶申し上げます。 

依然として社会はコロナ禍に見舞われている状況が続いていますが、そのような中、教育長をは

じめ、教育委員の皆様、学校関係者の皆様におかれましては、本市の教育行政に御尽力賜り、素

晴らしい教育環境を築き上げてくださっていることに、心より感謝申し上げます。 

 本日、協議をさせていただく内容として、一つは、教育委員会及び市長の職務権限について、

二つ目は、座間市教育大綱の改訂についてです。 

 教育大綱につきましては、平成２７年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

一部が改正されたことに伴い、「教育大綱」の策定が必要となり、本市では、この法律の改正を受

け、「座間市総合教育会議」を設置し、平成２７年度に「座間市教育大綱」を策定。平成３０年度

には改訂を行い、「第２期座間市教育大綱」を策定しましたが、今年度をもって計画期間が満了と

なることから、次期教育大綱の策定が必要となりました。 

 本日の協議につきましては、委員の皆様から、専門的な見地、そして、日頃から教育行政に携

わられている経験を基に、率直な御意見など、活発に議論を交わしていければと考えています。

よろしくお願いします。 

 それでは、次第２ 議題（１）協議・調整事項「①教育委員会及び市長の職務権限について」

に移ります。 

 現在、本市では、第五次座間市総合計画（ざま未来プラン）を策定していますが、目指すまち

の姿を実現するため、政策施策を掲げ、「政策４ 健康に暮らせるまちづくり」では、誰もが心身

ともに健康な生活が送れるまちづくりに取り組むことを掲げており、ここに生涯学習や文化に関

する部分を組み込んで、健康づくり、地域・高齢者福祉など様々な分野と一体的に取り組むこと

で、柔軟に対応することができるのではないかと考えています。 

 そのための組織体制として、教育委員会で担っていたものを市長部局で担うことも可能とされ

ている中で、目指すまちの姿をどのように実現していくべきなのか、本日は、委員の皆様に率直

な御意見をお聞かせいただければと考えています。 

 本市では、皆様御存知のとおり、これまで、誇るべき生涯学習が行われてきたと考えています。

これは、次世代にしっかりと引き継いでいくべきだという思いでいます。そのような中で、地域

社会の課題等の解決に役立つ学習に積極的に取り組んでいただくために、どのようにしていった

ら良いのか、また、様々な伝統芸能などについても、後継者が高齢化する中で、後継者がなかな

かいないという状況等もあります。そういった課題等も含めて、皆様の率直な御意見をお聞かせ

いただければと考えていますので、よろしくお願いします。 

 それでは、小井田委員、お願いします。 

 

（小井田委員） 

別紙 
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 構造改革の一つとして、生涯学習課の移管について色々な情報が入ってきたので、学校教育の

立場から御意見申し上げます。 

 ただいまの市長の、解決困難な深刻な市の課題に対して、より強力な、効果的な施策が必要と

のお考え、お気持ちは、とてもよく理解しています。しかし、そのための生涯学習課、図書館の

市長部局への移管については、はっきり申し上げて、不安やとまどいがあります。 

 基本目標をお聞きください。 

 ・学びを人生や社会に生かそうとする 

 ・学びに向かう力や人間性の需要 

 ・自ら学び続けようとする意欲と実践力の育成 

 これは、それぞれ市内のある小学校の教育目標の中の文言です。次は中学校のものです。 

 ・夢や志を持ち、自ら学びに向かう生徒の育成 

 ・地域に貢献できる生徒の育成 

 ・自分らしい生き方を実現させるための力の育成 

 これらの目標は、学校教育は生涯学習に向かうための力や姿勢の育成を目指すとともに、その

学びを自分の人生だけでなく社会にも生かしていこうとする、つまり、人としての資質の育成を

も目指していることを示すものです。これらは、生涯学習の目指すものと見事に重なります。生

涯学習の対象は、全年齢層の市民であることを考えると、学校教育は生涯学習の一端を担ってい

るとも捉えられます。 

 これまで、学校現場、生涯学習課、図書館との連携を通して教育活動を充実させてきました。

それらは生涯学習プランの中にも、図書館から出された読書活動推進計画、本と旅する子どもの

未来の中にも、具体的に記載されているとおりです。学校だけでは取り組み困難な部分、また、

見逃しがちな部分を、生涯学習課、図書館が、様々な方向から工夫、サポートする、という手厚

い支援を長年いただいてきたわけです。さらに、文科省の推進事業として、今年度より、学校教

育の中にコミュニティ・スクール、地域学校協働活動が本格的に導入されています。これは単な

る学校教育の改善にはとどまらず、地域にとっては学校を核とした地域づくりに、参加する住民

にとっては生涯学習として生きがいづくりにもつながるという壮大な事業です。もちろん、この

事業は学校と生涯学習課の緊密な連携があってこそのものです。これからも学校現場は時代の要

請に応じてますます多くなる教育課題と向き合っていかなくてはなりません。これまで築き上げ

てきた生涯学習課、図書館との連携、協働体制の堅持は必須です。 

 ところで、今回の移管の提案、私にはデメリットばかりが思われてなりません。特に、移管後

の姿が見えないのが、最大の不安要素です。移管での対策の一つの補助執行で、これまでのよう

な密度の濃い、スムーズな共同体制はとれるのでしょうか。 

 ちなみに、十数年前の過去のことですが、教育部からスポーツ課が移った際、学校現場ではと

まどいだけではなく、スポーツ課との連携がとりづらくなった、という事実が実際にありました。

当時、学校現場でスポーツ課との窓口を担当していた私自身の記憶と、今回のことが重なって見
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えることを、最後に申し上げます。以上です。 

 

（市長） 

 御意見頂きましてありがとうございます。それでは続きまして、馬場委員お願いします。 

 

（馬場委員） 

 おはようございます。久しぶりの総合教育会議ですね。いつものように、お互いの理解と信頼

を深めて、より良い座間市の教育を目指したいと考えています。 

 生涯学習の市長部局への移管ということを判断する前に、まず基礎として、座間市教育委員会

活動の現状を述べさせていただきます。 

 御存知のとおり、座間市では、歴史と伝統に基づき、古くから教育に対する人々の優れた意識

と行政が一体となって教育活動を発展させてきました。それは、例えば、金子前教育長の発案に

よる、「郷土の先人に学ぶ」の中の「弥市、黒船を見て学校を作る」、あるいは、「心豊かな教育を

目指した幼年会」などに表れています。 

 学校教育では、「豊かな心を育むひまわりプラン」に基づき、地域に根差し、家庭の協力を得て、

学校の先生たちの献身的な努力により子供達の心、身体、思考能力が育っています。その中の「ざ

まっ子八つの誓い」や「こんな大人になってほしい」は、学校教育と生涯学習が一体となってい

ることの現れだと思います。生涯学習に関しては、座間市生涯学習プランを見ますと、「いつでも 

どこでも 誰でも学べ、市民文化の創造ができるざまをめざして」という推進目標に基づいて、

多岐にわたる内容が実施されております。例えば図書館では、能率優先の外部委託とすることな

く、教育委員会の管理下によって十分な成果を上げていると思います。平成２２年度には、文部

科学省から、全国子ども読書活動推進優良図書館の一つとして表彰されています。平成３０年の

図書館を使った調べる学習コンクールでも、優秀賞をたくさんいただいています。そのような取

組の中で、令和３年の「本と旅する、子どもの未来 ―第三次座間市子ども読書活動推進計画―」

という、夢があって、想像力を養うことができる。そして、ポイントとして、いわゆる役人らし

くない、素晴らしい計画だと称されています。これは、教育委員会全体の深い理解があって、文

学者でもある金井元図書館長を中心とする図書館チームの高い見識と努力があって初めて達成さ

れ、今も実施されているものです。それには、図書館と学校教育との緊密な関係が不可欠です。

当然、幼児から高齢者までの多くの人々への対応もなされています。 

 他に、公民館活動も堅実です。東地区文化センターの「あすなろ大学」など、高齢者の知的好

奇心を刺激し、ボケ防止に有効な学習研究活動が盛んです。それには、専門研究者との交流もあ

ります。座間市公民館でも、ふれあい自然科学クラブなどで、子供と家族向けに興味ある事業が

展開されています。 

 郷土博物館構想に関しては、御存知のように、昨年度に「郷土博物館整備に係る提言」を受け、

専門家の援助を得て、一般論としてではなく、具体的な中身に踏み込んで、「常設展示イメージ図」
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や「展示ストーリー相関図」を作成し、「郷土博物館整備に係る意見」を提案しました。それは、

座間の地理的・歴史的背景に基づき、「郷土の先人に学ぶ」を活用して、学校教育、市民の学び、

郷土愛の醸成などと結びついた計画です。これも、生涯学習の担当者だけではなく、教育委員会

の総力を挙げることによって達成できたと考えています。 

 文化財の保護に関しては、郷土史の専門である鈴木教育委員と生涯学習課の専門委員の協力に

よって、埋蔵文化財を含めた文化財の収集、整理、研究、管理が順当に行われてきました。これ

は、郷土博物館構想の基礎でもありますので、これから、教育委員会全体の中で、専門家の協力

を得ながら充実させていくべきものと考えています。 

 佐藤市長が、教育委員会のこれまでの活動をどのように評価していらっしゃるのか、具体的に

お聞かせ願えれば幸いです。 

 次に、教育委員会制度の意義及び特性です。御存知のように、文部科学省の「教育委員会制度

の意義」には、政治的中立性の確保、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映、の３つが

必須要件として定められています。また、「教育委員会制度の特性」では、首長からの独立性、合

議制、住民による意思決定、つまりレイマンコントロールが確保されています。従いまして、座

間市教育委員会の活動が、社会常識や物事の道理から外れているとの疑義があるのなら別ですが、

もちろん、そうでないなら、座間市教育委員会のこれまでの活動が不十分だったり、あるいは将

来のより良い教育のために目指す方向を変えるべきと考えられた場合には、謙虚に反省し、教育

委員会の中で状況を把握して、地域住民の意向にも沿いながら、合議によって改善を図るべきで

しょう。ただし、継続性・安定性の確保の面から見て、急激な変化を行うべきではありません。

さらには、政治的中立性の観点から、誠に失礼ながら、市長の御希望によって、一朝一夕に変更

されるということは、あってはならないものだと思います。もちろん、市長の御意見を真摯に受

け止め、共に学びつつ、良い方向を目指すつもりです。 

 第３に、生涯学習と市民文化を市長部局に移すことの本質的意義です。生涯学習の内容として、

これまで市長が重要視なさったのは、第四次総合計画でも課題とされていたように、「市民が自ら

関心のある学習や、地域社会の課題等の解決に役立つ学習に積極的に取り組み、生涯学習による

成果を生かして豊かな市民生活を送ることのできる環境の構築が必要である。」これは市長自身が

おっしゃっていることだと思います。多くの市民が、芸術文化に親しみ、豊かな生活を営むこと

ができる環境を整える必要があるということです。また、健康都市宣言と関係して、市長は、「体

の健康だけでなく、知的な学びによる心の健康や生き甲斐の創出という部分で一生学び続けるこ

とが大切である。」とおっしゃっています。以上の御指摘やお考えは、生涯学習の本質と一致する

と思います。私も賛成です。ただし、それを実行するために、生涯学習課を市長部局に移すとい

うことには、必然性・合理性が認められないようです。なぜなら、市長部局が担当している第五

次座間市総合計画（ざま未来プラン）の中に、これまで教育委員会が行ってきた重要な内容に関

する具体的な方針がほとんど見えないわけです。第五次座間市総合計画の中では、教育関係とし

ては、施策４ 義務教育と、施策１４ 文化・スポーツの二つがあります。施策４ 義務教育と
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いうのは学校教育と事実上同じで、不可欠です。もっとも、内容が極めて乏しい感じもしますが。 

 ところが、生涯学習に関しては、市長が重要視、あるいは大切にされている前述の三つのうち

では、多くの市民が芸術文化に親しみ、にあたる施策１４ 文化・スポーツしか、提示されてい

ません。つまり、市民が、学習に積極的に取り組める、あるいは、知的な学びによる心の健康や

生きがいの創出という部分で、一生学び続ける、のような学校教育と一体となって生涯にわたっ

て学び続け、精神生活を豊かにするための重要な部分が欠落していると思います。勝手に言い換

えますと、イマジネーションの意味の想像力を高める感性は多少とも豊かになるでしょうが、ク

リエイティブの意味の創造力を高める知性の部分が大幅に欠落しているように感じます。人間と

してそれでいいのか、と疑問を感じるわけです。当然、教育の意義を十分に理解し、座間市民の

幸せを願う、優しく聡明な市長は、それで良いとは思っていらっしゃらないでしょう。私は、佐

藤市長の良識ある判断を尊重します。 

 最後に、生涯学習課を市長部局に移すことの利点と弊害です。市長がおっしゃるように、価値

観の多様化、少子高齢化、生活様式の変化、人間関係の希薄化などによって、市民文化と生涯学

習の健全な継承が果たせないという危機感には、私達も大いに共感します。市長は、市民の幸せ

を願うあまり、生涯学習課を市長部局に移して、根本的な改善を図ろうとお考えになったのであ

ろうと推察します。しかし、以上のような教育委員会の本質と周辺事業を総合的に判断しますと、

生涯学習課を市長部局に移すという考え方は、私から見ますと適切とは思われません。したがい

まして、それによって具体的にどのような利点があるのか、どのような発展が見込まれるのか、

単なる希望的観測ではなく、先行する他の自治体の例なども含めて、お示しいただきたいのです。

教育の本質に照らすなら、大きな変更を急速に行うよりは、状況を見極め、慎重に決断するべき

でしょう。来年度から８年間に及ぶ極めて重要な第五次座間市総合計画において、具体的な方策

の見えない目標を達成できないか、それを期待してですね、生涯学習課を市長部局に移すことが、

本当に望ましいのでしょうか。また、そのような重要な判断を短期間のうちに、しかも文部科学

省の教育委員会制度の三つの意義と三つの特性から逸脱しそうになって、しかるべき手順を十分

に踏まずに進めるというのは、いかがなものかと思います。なお、生涯学習課を市長部局へ移す

ことによる具体的な弊害も心配です。まず、学校教育との連携が希薄になり、意識だけでなく実

行面でも大きな食い違いが生じると予測されます。また、これまで市長部局が担当することにな

っている、総合教育会議の内容や教育大綱の策定も、実際は教育委員会がこれまでの経験に基づ

いて、かなり全面的に援助を申し上げて実施しているという現状を見ますと、市長部局の管理下

で、生涯学習の本質に関わる業務を、容易かつ十分に行われるとは思いません。また、その結果、

権限が錯綜する、事務手続が煩雑になるなど、弊害も多いと思います。働き方改革からみても、

マイナスという感じがします。 

 したがいまして、生涯学習課を市長部局に移すことに関しては、まず佐藤市長から、私ども教

育委員会が十分に納得できるような御説明をいただくことが重要でしょう。それがなされたなら

ば、教育委員会制度の意義と特性で申し上げたような手順と手続と順序に従って、政治的中立性
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を確保し、継続性、安定性を確保した上で地域住民の意向を伺い、教育委員会の中で慎重に検討

した上で、合議により発展の方向を探るべきであると考えます。もちろん、市長部局とも相談す

るべきでしょう。以上です。よろしくお願いします。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。それでは、鈴木委員お願いします。 

 

（鈴木委員） 

 それでは、３点程、お聞きしたいと思います。 

 また、お二人の委員とダブってしまう部分もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 まず１点目は、市長部局へ生涯学習を移す必要性についてということで、座間の教育は、歴史

的に見ても百年以上前から、正確にはちょうど１９００年、明治３３年の幼年会の発足から、生

涯学習と学校教育が連携、協働して発展してきた実績があり、戦後も、そして現在もこの関係は

良好に、発展的に続いていると私は確信しています。 

 さらに、ここで新たな事業としてコミュニティ・スクールが開始され、図書館の「子ども読書

活動推進計画 本と旅する子どもの未来」、もスタートしています。これらの事業は、生涯学習と

学校教育の連携、協働なしには上手く進めない事業であると思っております。 

 以上を考えても、ここで、健康に暮らせるまちづくりとして、市長部局へ移す必要性があるの

か、思料される必要があると私は考えます。 

 ２点目の生涯学習の役割についてお聞きしたいのですが、生涯学習と健康について、市長のお

っしゃることは理解できますが、「ざま未来プラン」（案）の中で、やはり生涯学習活動支援のた

めの総合的施策であります生涯学習プラン、あるいは子ども読書推進計画などが抜けている。ま

た、私たちが意識している学校教育との連携が取り上げられていないというのがあります。生涯

学習の意義を理解されているのか、伺いたいと思います。 

 生涯学習は、個人の主体的な学びを基本として、その生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆ

る場所で学習することで、大変幅広い学習内容を持っています。社会教育における様々な活動、

学校教育、家庭教育における学習、もちろん個人的な学習も含まれているわけで、様々な活動を

対象とする概念です。これを市は奨励していかなくてはならないわけでありまして、生涯学習の

役割は、学校教育も含み、むしろ、大きく座間の教育全体を支えるものとして「ざま未来プラン」

に位置付ける必要があると考えます。 

 最後３点目、文化財保護行政についてお伺いしたいのですが、細かい部分ですが、文化財保護

行政は、主に先人の残した有形、無形の遺産を保護し、後世に伝えることが主となる行政分野で

ありまして、そのため専門性が著しく問われることが多いわけです。したがいまして、市町村の

文化財に関わる補助金を得る場合は、その専門性がゆえに学芸員資格を有する職員の有無を問わ

れることが非常に多い。そのようなことから、市長部局に執行委任された社会教育部門でも、教
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育行政の統括局及び統括課である教育部あるいは教育総務課に係として残される例が調べたとこ

ろ非常に多いようです。その辺のところをどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。質問等は、まとめてお答えをさせていただきます。 

 それでは、北村委員、よろしくお願いします。 

 

（北村委員） 

 市民の皆様が、自ら関心のある学習や地域社会の課題等の解決に役立つ学習に積極的に取り組

み、生涯学習による成果を生かして豊かな市民生活を送ることができる構築が必要という市長の

お考えはとても素晴らしく、これからの座間をつくっていく上でとても大切なことだと思います。 

 しかし、生涯学習と学校教育はとても深いつながりがあり、移管には心配な点があります。 

 生涯学習課とＰＴＡのつながりについてですが、生涯学習課にはＰＴＡ連絡協議会や研修活動、

成人教育講座などで情報共有を図り、保護者の大切な交流の場となり、様々な支援を受けていま

す。今現在、人と人とのつながりが希薄になって、ＰＴＡ活動が困難な状況です。移管すること

で、生涯学習課とＰＴＡとのつながりが弱くなり、更なるＰＴＡ活動の衰退が懸念されます。子

供達の健全育成のために、生涯学習課、学校、そして家庭が、今まで以上に連携する必要性があ

ると考えます。 

 次に、図書館と学校図書館についてですが、座間市の子供達は、図書館、移動図書館、ひまわ

り号、学校図書館などの充実により、本を身近に感じる環境が整っているため、読書活動が盛ん

だと思われます。特に、図書館司書が、読書指導や調べ学習のサポートなどで専門性を発揮して

いただき、おすすめの本の展示や図書館だよりなどを見ますと、本とたくさん出会ってほしいと

いう熱意を感じます。子供達の読書活動の推進には、図書館と学校図書館の連携と協力が重要で

あると考えます。移管によって、連携と協力がこのまま維持できるのか、不安に感じます。生涯

学習課と図書館が市長部局へ移管することによって、どうなっていくのか、具体的に市長にお伺

いしたいと思っています。以上です。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。それでは、木島教育長、お願いします。 

 

（教育長） 

 それでは、いくつか御質問しますが、その前に、第五次総合計画の策定に当たって、機構改革

については、市長と私で何度か話し合いをして、市長のお考えも十分お聞きしている中で、改め

て質問させていただくということを御理解いただきたいのと、今まで４人の教育委員に話してい



- 8 - 

 

ただいたことを、是非市長にはお受け止めいただき、御判断いただきたいと思っています。よろ

しくお願いします。 

 私からは、簡単に２点お伺いします。１点目は、生涯学習部門を市長部局へ移すとなった場合、

それは「職務権限の移管」と考えられますが、市長のお考えの中に、一部の事務の執行を「補助

執行」として、これは近隣市でも補助執行している市が多くあるように見ていますが、市長部局

が行うことのお考えがあるか伺います。また、そうしたお考えがあるとなれば、具体的にどのよ

うな事務を想定されているのか、あわせてお聞きしたいと思います。 

 それから２点目ですが、政治的中立性や教育事務の管理及び執行状況の点検・評価の機能につ

いてお伺いします。教育委員会制度の一つとして、「教育の政治的中立性」の確保があります。個

人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容が中立公正であることが

極めて重要と考えます。そのため、教育行政の執行に当たっては、個人的な判断や、特定の党派

的な影響力から中立性を確保することが、極めて重要になります。これまで教育委員会は、教育

行政事務に関し、独立した執行権限を有する機関として、教育の基本方針に基づき、毎月１回開

催される定例教育委員会に審議案件を上程し、審査・承認を受けることや、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２６条の規定に基づいて、教育に関する事務の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公

表を行うなど、多角的に検証するという、極めて重要なチェック機能が教育委員会なりに働いて

いました。しかし、これを市長部局へ移管するとなれば、その重要性が薄められてしまう恐れは

ないかと大変危惧しています。市長のお考えがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。

私からは、以上２点をお伝えしました。 

 

（市長） 

 それぞれ、御意見を頂きまして、本当にありがとうございます。まず、冒頭、私がもう少し、

現状や課題について詳しくお話を申し上げるべきだったと反省しているところですが、今の、座

間市の現状、私の受け止めをお話したいと思います。 

 御存知のとおり、本市では第四次座間市総合計画に基づいて、平成２３年度から令和２年度ま

での１０年間、施策２５の教育環境から施策２９の市民文化までの五つの施策を、教育部が中心

となって推進してまいりました。そのような状況の中で、今、それぞれの委員の中から、本市の

教育部の取組をお話しいただきました。本当にそれぞれの委員がおっしゃるとおり、私はこの座

間市の生涯学習が誇るべきものだと思っています。それは、以前からつくづく感じてきた部分で

す。無形の歴史や文化は、とても貴重な財産であると思っていますし、その精神を必ず後世に伝

えていかなくてはならないという使命感を私はとても持っています。馬場委員のお話の中でも、

様々な取組のお話をいただきました。郷土の先人に学ぶ、ということで、本市ではこれまで様々

な教育行政に貢献していただいた方々や、それ以外の医療などでも御活躍いただいた方々の生き

様というものを、しっかりと文書として残していただいて、それを子供達に伝えていくといった



- 9 - 

 

取組をこれまでも行っていただいています。こういったものを、さらに多くの市民に知っていた

だきたいと、ずっと思っていました。現状として、やはりこれまで取り組んできている本市の伝

統文化、芸能という活動が、高齢化もあり、地域コミュニティが希薄化する中で、引き継いでい

く後継者がなかなかいないという現実もあるということは、皆様も課題として感じていると思い

ます。その中で、これをどのように、課題を解決していったらいいのかということで、例えば入

谷歌舞伎で市内の小中学生に御出演いただいて、それをきっかけに保護者やお友達に観に来てい

ただいて、という取組をされているとか、それぞれ次の世代にどう引き継いでいくかという取組

を行っていただいていると思っているのですが、私も実際に入谷歌舞伎の活動をさせていただい

て、大変素晴らしい取組をしているということは実感しているのですが、やはり、なかなか厳し

い状況があるのは、これは皆様も御理解いただいていると思います。さらにこれを広く多くの市

民に知っていただいて、間口を広くしていく取組ですとか、そういったものをどうしていけば解

決できるのかを考えました。今後、市民自身が自ら関心のある学習や地域社会の課題等の解決に

役立つ学習に積極的に取り組み、生涯学習による成果を生かして豊かな市民生活を送ることので

きる環境の構築が必要であると。そして伝統芸能については、継承者が高齢化する中で、後継者

がいない状況が生じていて、保存、継承活動に対して、市の支援が必要である。多くの市民が芸

術文化に親しみ、豊かな生活を営むことができる環境を整える必要がある。こういった取組に関

して、市長部局で担っていく可能性も含めて、今後考えていかなくてはならないと思っています。

具体的に移管する、しない、また、職務権限を移管していくのか、それとも補助執行という形に

するのか、本市に合った形で整理していかなくてはならないと思いますし、独断で決めていくこ

とでは当然ないですし、皆様が納得した上で、本市にとって一番良い形を模索していくのが一番

大切だと思っていますし、そのために、しっかりと議論していかなくてはならないと思っていま

す。日頃から思っていることがありまして、次の世代に引き継げるものというのは、当然形ある

ものも引き継げるのですが、形あるものはいつかなくなってしまう。けれども、精神と技術とい

うのは目に見えないものですが、それはしっかりと後世に引き継いでいくことができるもの、永

遠に引き継いでいくことができるものだと思っています。そういったものを引き継いでいくため

には、やはり何かしらの経済活動というか、経済的な支えが必要だと考えます。その経済活動や

経済的な支援といったものを、どのように構築していくか、ということが、市長部局への移管と

いうことも含めて、今後考えていかなくてはならない課題だと思っています。ただ、それぞれの

委員の皆様から御意見ありましたとおり、急激な変化というのは、やはり皆様とまどいもあるで

しょうし、私自身も、自分が思っていたものと違うような形になってしまうのは、望むところで

は当然ないので、やはりそこは、しっかりと、この形であれば、私が思っていた、より発展的に

取り組むことができる、そして、より持続可能な形で次世代に引き継ぐことができるというのを

確認しながら、それは、教育委員の皆様や、生涯学習に関わっている方々と共に、多くの市民の

意見なども含めながら、しっかりとそこは確証が持てるような形で行っていかなくてはならない

と思っています。 
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 アフリカのことわざで、「早く行きたければ１人で行け。遠くへ行きたければみんなで行け。」

というものがあります。私はこの後者、遠くへ行きたければみんなで行け、を、就任してから選

んできたつもりです。できる限り多くの方と意識を共有しながら、持続可能な形で様々な仕組み

を構築していかなければならないと思っています。また、まずは課題を共有していくことがとて

も大切だと思っています。こういった様々な課題がある中で、近年では地域の歴史や文化、その

学術的な価値だけでなく、それらを地域資源として活用することで観光振興や地域振興に資する

新たな価値というものも注目されており、歴史的、文化的資産は、市民の共有財産として保存、

継承されることにより、郷土への愛着や誇りを育むだけでなく、シティプロモーションや観光、

地域の活性化など、様々な分野にその価値が発現されることが期待されていると思っています。

本市にとってどのような形がふさわしいのか、あまり拙速ではなく、本日皆様から頂いた御意見

も踏まえながら、しっかりと議論していきたいと思っています。いろいろと詳細な補助執行のこ

とですとか、御質問等頂いたのですが、それも含めて、一体何が課題なのか、例えば、生涯学習

課で行っていることと、市長部局で行っていることで、重なっている部分があるのかどうか、少

し整理をしていったらどうか、それから、もっと協働して、さらに市民の皆様に広げていける施

策もあるのではないかということや、今後、郷土資料館の関係なども御意見頂きましたので、こ

れを実現していくためには、どのような方向で進んでいくのか、実現可能になるのか、そういっ

たことも含めて考えていかなくてはならないと思っています。 

 当然、財政状況というのはあります。本市の小中学校の状況は、老朽化が進んでいて、早急に

取り組まなくてはならない課題だと思っています。今、教育長を中心に、小中学校の今後の再整

備について案をまとめていただいているところです。それも含めながら、総合的、全体的にバラ

ンスも見ながらですが、郷土資料館は私もどうにか実現していきたいという思いが強くあります

し、これまでの執行にこだわらずに、柔軟な発想でできることはいくらでもあるのではないかと。

例えば、データ上で（郷土資料館を）立ち上げるということも可能ですし、様々な実現していく

手法があります。それは、必ずしも市長部局へ移管するということだけではなく、さらに市長部

局と連携を強めていただいて、そういった中で、今後、座間市としてどのような形にしていくの

か、さらに力強く生涯学習を推進していけるか、そしてさらに、幅広い方に本市の取組を知って

いただき、推進していけるか、ということに着目しながら、皆様と協議を進めていきたいと考え

ています。組織体制の中で、市長部局で担うということも法律上可能になっていることは皆様御

存知のとおりですし、近隣市でもそういった取組をしている自治体がありますので、そういった

ものも研究させていただきながら、共に歩んでいきたいと思っています。事例研究も含め、今後

の課題として、生涯学習をどのように、より広く多くの市民に取組を知っていただいて、さらに

推進、そして持続可能なものにしていくか、皆様と共に考えていきたいと思っています。 

 先日、ある高齢者の福祉施設のホールを無料で貸し出している、地域に開放していただいてい

る施設があり、そこで近隣の高齢者が集まって、施設の方と共に、脳トレ体操や生涯学習のギタ

ーの演奏、写真グループが歌に合わせて写真のスライドを作ってくださって、それを流しながら
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歌を歌ったり、体操をしたり、ということを行ったイベントがありました。企業である施設の方

が、社会的な貢献ということで開放してくださって、そこに地区社協ですとか、福祉部門の関係

の皆様が企画をして、生涯学習の皆様が外で活動を行って、それが皆様に教示される、素晴らし

い内容だったと思っています。 

 生涯学習は、このように市民活動団体というか、社会貢献できる一つの事例だと思っています。

そういった様々な組み合わせで社会の課題の解決に向かうことができると思っています。こうい

う取組を行っていくために、どういう仕組みを作っていったら良いか、それが課題だと思ってい

ます。市民活動サポートセンターを立ち上げたときには、生涯学習センターを発展的に解消して

立ち上げ、本来は生涯学習も入っていたけれども、やはり市民活動の方にシフトしてきたという

経過もあって、なかなか行政間の縦割りの中で横断的な取組をしていくのは、課題がとてもある

なと、これまでつくづく感じてきたので、その課題をどのようにしていくのか、どのような仕組

みを作っていくのがそういった縦割りを解消して、先程頂いた課題について解決していけるのか、

これからも皆様と一緒に考えていきたいと思っています。細かい御質問にはお答えにはなってい

ないと思いますが、私の思いとして、そういったものがありますので、是非、これからも議論を

しっかりと受け止め、そして拙速ではない形で、皆様が納得した形で、本質的な課題の解決、そ

して精神や文化、芸術、芸能の継承を行っていくためにどうしたらいいか、皆様と共に進めてい

きたいと思っています。 

 長くなりましたが、そのような思いでいますので、よろしくお願いします。 

 それでは、委員の皆様の専門的な見地からから頂いた御意見を受け止めさせていただき、第五

次座間市総合計画（ざま未来プラン）の策定に生かし、目指すまちの姿の実現に向けて検討して

いきたいと思います。 

 それでは、「②座間市教育大綱の改訂について」に移ります。 

 はじめに、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 それでは、資料２現教育大綱の取組結果について、説明します。委員の皆様には、事前に資料

をお配りしておりましたので、各施策の方向について概要を説明します。 

 初めに、基本目標１、「未来を拓くざまっ子づくり」の、施策の方向（１）、「思いやりと規範意

識を育む豊かな心の育成」については、豊かな心を育むために、教育活動全般において思いやり

の心や規範意識を育てるための取組が展開されました。また、児童生徒と保護者に対する相談体

制の充実を図り、不登校児のケアについても取り組み、児童生徒一人一人の成長を学校と連携し

支援してきました。さらに、児童生徒の人間形成に寄与すべく、読書活動も推進してまいりまし

た。 

 次に、施策の方向（２）、「書く力の向上を中心とする確かな学力の育成」については、各小・

中学校において、教職員の共通理解のもと、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、発達段
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階に応じた指導方法の工夫や改善に取り組んでまいりました。 

 次に、施策の方向（３）、「健やかな体の育成」については、コロナ渦においても、感染症対策

を行い、実施方法を工夫し、イベント、部活動、防災減災の勉強等に取り組んでまいりました。 

 次に、施策の方向（４）、「情報化・グローバル化社会に対応できる資質・能力の育成」につい

ては、児童生徒、教職員及び保護者へのＩＣＴ活用の啓発並びに児童生徒へのタブレット端末の

貸与等、情報化社会へ対応すべく、取り組んでまいりました。 

 次に、施策の方向（５）、「体験をとおして生き方を学ぶ教育の推進」については、各小・中学

校において、各校の特色や地域の実情を踏まえつつ、職業体験で地域の方々と交流を深めるなど、

子どもたちの発達の段階にふさわしいキャリア教育に取り組んでまいりました。 

 次に、施策の方向（６）、「地域とともに取り組む教育活動の推進」については、安全、安心な

学校運営のために、危機管理についての教職員の共通理解を図るとともに、学校内の安全管理、

状況把握を行いました。また、子どもたちの学習課題に、地域の方々に御協力いただくことで、

各校の特色を生かした教育を展開することができました。 

 続いて、基本目標２、「生涯にわたり健やかで活気あふれる人づくり」の、施策の方向（７）、

「生活を彩る生涯学習・スポーツ・文化の振興」については、幅広い対象者に対して講座や学級

を開催したり、文化活動の振興を図るべく催しを行ったり、重要文化財の保護について検討した

り、市内鉄道に関する市史資料の編集、刊行や、電子図書館の開始、ブックスタート事業による

読書の推進などに取り組んでまいりました。また、スポーツ人口の増加、競技力向上のため、各

種スポーツ大会を開催すると同時に、各施設の整備、維持管理にも努めました。 

 次に、施策の方向（８）、「すべての人が楽しく子育てできる環境の整備」については、保育施

設、子育て支援センター、児童ホーム、放課後子ども教室等について、新規開設や整備を進め、

子ども達の居場所の確保や環境の充実に努めました。 

 最後に、施策の方向（９）、「教育の出発点である家庭教育への支援」については、コロナ渦に

おいても、受講定員数を抑え、実施方法を工夫するなどして、子育て中の方への講座を開催、援

助し、家庭教育を学ぶ機会の提供に努めました。 

 以上が、取組結果についての概要説明です。 

 続いて、今後のスケジュールについて説明します。本日配付させていただいた、資料３教育大

綱改訂スケジュール（案）を御覧ください。 

 本日の会議で皆様から頂く御意見を踏まえて、改訂案を作成したのちに、８月に会議を予定し

ています。 

 その後、さらなる改訂案を作成し、パブリックコメントを実施します。パブリックコメントの

実施後、市民の皆様からの御意見も踏まえて、最終案を作成し、１１月に会議を予定しています。  

 次期座間市教育大綱を策定した後に、定例教育委員会への報告及び市議会議員への配付を行い

ます。 

 なお、市のホームページにも掲載する予定です。説明は、以上です。 
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（市長） 

 ありがとうございました。ただいま、事務局から現行の教育大綱についての取組結果と次期の

教育大綱のスケジュールについて説明がありました。 

 本市の教育大綱は大変素晴らしいものだと思っていますが、さらなる時代の変化に対応し、全

ての市民の方々に健やかな生活を送っていただくため、そして、これからの本市を担っていく子

供達の幸せのために、今後の教育大綱策定に向け、教育委員の皆様から御意見を伺いたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、小井田委員、お願いします。 

 

（小井田委員） 

 学校教育側の立場として、御意見申し上げます。第３期教育大綱の策定に向けてということで

すが、学校現場としては、中身の大きな変更は難しいのではないかと思われます。例えば、学校

内の教育目標一つについても、子供から大人まで一人一人のところに理念を浸透させるまで時間

がかかります。狙いが理解され、そこに向かうには、やはりそれなりの時間をかけて行わなけれ

ばいけないと思います。例えば、市の学校教育の方向を示す、豊かな心を育むひまわりプラン、

１０年前に策定したものですが、これが始まりまして、なかなかすぐには、さっとはいきません。

少しずつ少しずつ時間をかけて、学校、家庭、地域に浸透していき、現在に至っています。４年

前に改訂した教育大綱もしかりです。先にできたひまわりプランともあわせて、学校現場では日々

の教育活動に反映されるようになってきています。先程、行政サイドの成果の説明がありました

とおり、これらの成果は、学校現場の努力及び教育行政の強力な視野と見通しを持った施策、努

力があってのことです。それもやはり、時間をかけて、このとおりの、本当に誇れる成果となっ

たのだと思います。ここで一気に大きく変わるとなると、また学校現場では少なからず影響を受

けることと思います。細かいことではありますが、次は部分的なものですが、３点について申し

上げます。 

 大綱の６ページ、施策の方向「（６）地域とともに取り組む教育活動の推進」です。先程、取組

結果の説明の中に、これからやらなくてはいけない課題の中で御説明がありましたが、この中に

今年度新しく教育現場でスタートしたコミュニティ・スクール、地域学校協働活動を入れる必要

があります。一つ目の丸、「学校では」から続く文言ですが、これは、今までは学校を主体とした

記述となっていますが、これからは地域との連携、協働活動として行われていきます。その際、

他の施策のように「学校では」「市では」と分けた主語が変わります。ここで、学校教育と生涯学

習の融合された新しい教育スタイルをアピールできるのではないでしょうか。 

 次に、もっと細かいところですが、５ページの施策の方向「（２）書く力の向上を中心とする確

かな学力の育成」です。上から一つ目、「学校では」、二つ目、「知識・技能を」と書いてあります

が、こちらには具体的な狙いと学習方法が記述されているだけに、学習指導要領との整合性を図
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る必要があるのではないかと思います。学習方法と狙いが合致していない部分があり、わかりづ

らくなっていますので、工夫が必要かなと思います。 

 最後に、その他としまして、様々な分野で、国内だけでなく世界中に広まっているＳＤＧｓに

触れる表記が必要ではないかと思います。これは、基本目標に入れるのがよろしいのではないか

と思っています。意見は以上です。よろしくお願いします。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。それでは、馬場委員、お願いします。 

 

（馬場委員） 

 私も、大きな変更というのは考えていません。基本的にはそれでいいと思っています。ただし、

考え方の一つとして、先程から学校教育と生涯学習との関係が色々と話題になっていますよね。

そういった意味では、大綱の最初の模式図的なところ、２ページですが、「豊かな心を育むひまわ

りプラン」による学校教育、それから「座間市生涯学習プラン」が並列する感じになっています

よね。これは本来対立するような並列という関係ではなくて、むしろ、生涯学習を学校教育の延

長とか補完とかではなくて、全ての市民の生涯にわたる学びあるいは心身両面における「生活の

質の向上」ということとして理解して、学校教育はその中に内包されていると、本質的にそうい

うものなのだと、つまり、一体になっているものだという考え方をして、全体をもう１回整理し

ていくことが必要かもしれません。ただ、それは本当に大きく変えようという意味ではなく、考

え方としてそういうことを基本に扱った方が、それこそ生涯学習を市長部局にしたらどうかとか、

いろいろなことを考える基本として、そのように考えています。具体的なことを申しますと、既

に散々申し上げていることですが、現行の教育大綱の施策の方向（２）に挙げられている「書く

力の向上を中心とする確かな学力の育成」ということを改めて強調したいと思います。それは、

人間の全ての思考の基本である言語論理能力を鍛えることこそ、教師が子供のために与えられる

最良の贈り物、言ってみれば、生きるための最強の武器だと私は考えています。実際に多くの職

業において実用文の内容を適切に理解し、説得力のある良い実用文を書くことが、成果の向上、

生活費を稼ぐことに直接つながると思います。市役所での皆さんのお仕事も、まさしくそうだと

思います。 

 第３に、「教育大綱」は、「豊かな心を育むひまわりプラン」と「生涯学習プラン」そして「第

五次座間市総合計画」と密接に関係していますので、本気のスピード感をもって、これらとの整

合性を図っていくべきだと考えています。以上です。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。それでは、鈴木委員、お願いします。 
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（鈴木委員） 

 ２点程、よろしくお願いします。 

 改めて、全国各市の大綱を見させていただいたのですが、一つは、全体的に生涯学習の位置づ

けが小さいのではないかということと、もう一つは、座間の地域の特性というか、独自性という

か、そういう観点からの捉え方が少ないのかなと感じていまして、その観点から全体を見直す必

要があると感じました。 

 もう１点は、「１．はじめに」の中に、やはり世界の情勢のところで、日本が提唱する未来社会

のコンセプトであるＳｏｃｉｅｔｙ ５．０を入れることが必要なのかなと。これは、昨年度、

小中学校へのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ配布の際の基本的な考え方として、将来都市像であるという

ことで、是非これを入れるべきではないかと考えます。 

 同じく、大綱の位置付けに、その根拠となる計画として「豊かな心を育むひまわりプラン」、「生

涯学習プラン」、そしてもう一つ「座間市子ども・子育て支援計画等」となっていますが、そこに

もう一つ「子ども読書活動推進計画」あるいは「スポーツ推進計画」といったものを、具体的に

図の中に明示するべきではないかと感じました。少なくとも、基本的にはそれを今すぐ変えると

いう考え方はないので、また、先程の取組結果を見ても、これに基づいて進んでいるようですの

で、最初のところで、もう少し位置付け等も大切なところになるので、考えていただければと思

っています。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。それでは、北村委員、お願いします。 

 

（北村委員） 

 第２期座間市教育大綱について強く印象に残りましたのは、３ページの「４ 基本理念」の３番

目の丸のところ、「このような特性を活かし、学校教育と生涯学習において『豊かな心』と『生き

る力』を育み、大きく変化しつつある社会に対応できる『人づくり』を、市全体で連携して進め

ていくことが必要です。」という箇所です。今は落ち着きつつありますが、コロナ禍で日常の生活

が激変しました。大きく変化する社会の中でも前を向いて生き抜く強い力と豊かで思いやりのあ

る心を育んでほしいと改めて思います。 

 次に、７ページの「（９）教育の出発点である家庭教育への支援」、この施策の方向の重要性に

ついてお話ししたいと思います。基本的な生活の中で家族と触れ合い、子供は育まれます。家庭

は子どもの拠り所となる大切な場所でなければならないと思っています。しかし、現在、家庭教

育の低下が指摘されています。少子化、核家族化、人間関係の希薄化など様々な家庭の形があり、

難しい課題ではありますが、行政、学校、地域の連携、協力が不可欠です。今一度、教育の出発

点である家庭教育の重要性を再認識し、厚みを持たせた施策にしていただきたいと思っています。 

 また、二行目までの文章の中で、「生きる力」と入っていますので、どこかに「豊かな心」とい
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う言葉を入れると、基本理念と関連付けて示すことができるのはないかと感じます。 

 また、四行目、「家庭の教育力の充実」の後に、「向上」という言葉を入れると、大きく進歩し

て欲しいという強い思いが入るのではと考えます。以上です。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。それでは、教育長、お願いします。 

 

（教育長） 

 本日の教育大綱の改訂についての話に関しては、今後どんな形で改訂していくかという全体像

的なもので、細かい一つ一つのことについては今後詰めていくことが必要かなと思っていますの

で、細かいところについては、本日はお伝えしません。先程、馬場先生がおっしゃった、現行の

教育大綱では学校教育と生涯学習が同等に位置付けられているが、施策の方向では学校教育の部

分がはるかに多い。これについては、そのとおりだと思いますので、ここは少し変えていく必要

があると思っています。また、生涯学習を学校教育の延長、補完ではなく、全ての市民の生涯に

わたる学び、あるいは生活の質の向上として広く解釈し、学校教育がそこに内包されているとい

う考え方にしてはどうでしょうかというのは、私もそう思うところがありますので、そこはまた

馬場先生達とお話をして進めていきたいと思っています。ただ、全体的には、今回、そのスタイ

ルとか内容とかいうのは、大幅には改訂しないで、部分的な改訂を進めていくのが妥当と思って

います。例えば、４の基本理念とか、５の基本目標、そして６の施策の方向について、この辺り

を中心に改訂していくということで良いのではないかと思います。また、現在、教育委員会では、

「豊かな心を育むひまわりプラン」を改訂しているところですが、その整合を図っていきたいと

いう思いも持っています。それから、実は、この教育大綱の改訂については、小学校校長会、中

学校校長会の方にもお願いをしまして、所感又は取組課題と、次期教育大綱に記述すべき事項に

ついて、ということでお伺いをしています。小学校校長会からは、４の基本理念のところについ

て１件、５の基本目標についての意見が１件、そして、６の施策の方向についての意見６件を頂

いています。また、中学校の校長会では、６の施策の方向についての新規の追加案を１件頂いて

いるということで、小・中校長会とも、大きく改訂するというよりも、内容の一部を新たに付け

加える、又は内容を変えていくというところで御協力いただけると思っています。例えば、今問

題になっているところでいきますと、インクルーシブの視点ですとか、それから共生社会とか、

バリアフリーとか、共感とか、この辺りの言葉が入ってくるような案というのも今後出てくると

思っています。以上です。 

 

（市長） 

 ありがとうございます。それぞれのお立場から、貴重な御意見を頂きありがとうございました。

本日、委員の皆様から頂きました御意見を基に、事務局で次回に向けて改訂案を作成し、次回の
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総合教育会議で御意見を頂ければと考えています。今の時代に合った形での、課題などの解決に

向けた教育大綱になるように、本日頂いた御意見を受け止めさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、次第３ その他 に移ります。教育委員の皆様、その他、議題以外のことでも構い

ませんが、何かありますか。 

 

～ 特になし ～ 

 

 それでは、進行を事務局に返します。皆様、スムーズな進行に御協力いただきありがとうござ

いました。 

 

（事務局） 

 本日は、御多用の中、御協議いただきありがとうございました。 

 本会議の会議録は、１か月程度を目途に、市ホームページで公開させていただく予定です。次

回の会議については、追って連絡させていただきます。 

 以上をもちまして、令和４年度第１回座間市総合教育会議を閉会します。皆様、大変お疲れ様

でした。 

 


